
イラン 
・2002年以降核開発疑惑。 
・2013年11月24日，長らく停滞していた 
 EU3＋3（米英仏独中露）とイランとの 
 協議において合意が成立し，これを受   
 け，イランは一部のウラン濃縮を停止。 

ロシア  
核弾頭 8,500 (1800) 英国 

核弾頭 225 
(160) 

中国 
・核弾頭 250? 
・５核兵器国中，唯一核戦力を増強。透
明性が低い。核兵器を含む軍備の透
明性向上が課題。 

イスラエル 
核弾頭 80? 

パキスタン 
・核弾頭 100～120? 
・ＦＭＣＴ交渉をブロック  
・ミサイル発射実験を継続 

インド 
・核弾頭 90～110? 
・ミサイル発射実験を継続 

北朝鮮 
核・ミサイル開発を継続。
2006年，2009年，2013年
に核実験。 

 世界全体の核弾頭の９割以上を保有。 
 新ＳＴＡＲＴ条約により，配備戦略核を条約発

効（２０１１年２月）後７年以内に双方１５５０発
まで削減。 

アメリカ  
・核弾頭 7,700 (2150) 
・上院による包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ） 
    批准が課題 

仏 
核弾頭 

300 
(290) 

シリア 
・核開発疑惑の指
摘あるも，問題
解決に向けた進
展なし。 

・化学兵器の廃棄
に向けたプロセ
スが進行中。 

青：ＮＰＴ上の核兵器国 
黄：事実上の核兵器保有国だが，ＮＰＴ未加盟国 
赤：核開発が問題となっている国 
 

 
 
 
 

出典：ＳＩＰＲＩ（ストックホルム平和研究所）年鑑  
    ２０１３ 
※記載されている核弾頭数は保有核弾頭数 (括  
   弧内は配備済みのもの） 
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  １．核軍縮・不拡散に関する世界の現状 
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ＮＰＴ体制の維持・強化 

核軍縮 

中国の核戦力増強への対応 

包括的核実験禁止条約
（ＣＴＢＴ）早期発効 

兵器用核分裂性物質生産禁止
条約（ＦＭＣＴ）早期交渉開始 

不拡散の課題， 
新たな取り組み 

２０１０年ＮＰＴ運用検討会議で行動計画を採択。２０１５年ＮＰＴ運用検討会議
に向けて核軍縮・不拡散の具体的措置を進めることができるか。 
米露による新ＳＴＡＲＴ条約の実施は進捗。オバマ米大統領のベルリン
演説による提案はあるも，それ以降の進展は見通しが立たず。英仏は
自発的削減を実施。多数国間交渉の実現が課題。 

５核兵器国の中で唯一核軍備を増強していると見られ，透明性の
欠如の問題も。 

残り８か国の発効要件国（米国，中国，エジプト，イラン，イスラエル，
インド，パキスタン，北朝鮮）の批准が必要（下線国は署名済み）。 

交渉に当たるべきジュネーブ軍縮会議（ＣＤ）が動いていない状況。 
ＧＧＥ（政府専門家会合）による議論が開始。 

北朝鮮，イランの核開発問題への対応。ＩＡＥＡ保障措置の強化・拡大。
大量破壊兵器等の開発・製造に転用し得る資機材・技術の輸出管理
の強化。大量破壊兵器等の移転を阻止する取組（拡散に対する安全
保障構想（ＰＳＩ））。 

２ 

  ２．核軍縮・不拡散分野の当面の課題 

核セキュリティ 核テロ対策のための国内の取組強化。国際協力の推進。核物質の最小
化と適正管理。 

核戦力の透明性 ２０１０年ＮＰＴ行動計画により，５核兵器国は２０１４年に核軍縮措置
について報告することとなった。 

核兵器の非人道性 ２０１２年以降，国際社会で注目される論点。関心国グループが４回ス
テートメントを発出，国際会議も２回開催。関係国間で立場の相違あり。 

中東非大量破壊兵器地帯 ２０１０年ＮＰＴ行動計画により，中東地域における非大量破壊兵器地帯設置を目指
す国際会議を２０１２年中に開催することとなったが，同会議はまだ実現していない。 



メンバー国の外相間の議論を通じ，核軍縮・不拡散の取組に関する現実的かつ実践的な提
案を打ち出すことで，２０１０年ＮＰＴ運用検討会議の「行動計画」の着実な実施を後押しする
とともに，中長期的な国際的な取組を主導し「核リスクの低い」世界を目指す。 

狙い 

日本，豪州，ドイツ，オランダ，ポーランド，カナダ，メキシコ，チリ，トルコ，ＵＡＥ，ナイジェリア，
フィリピンの計１２か国（ナイジェリア，フィリピンは２０１３年９月から参加）。 参加国 

１．２０１０年９月：第１回外相会合（於：ＮＹ）  
 

２．２０１１年４月，第２回外相会合（於：ベルリン） 
 グループ名を「ＮＰＤＩ(軍縮・不拡散イニシアティブ)：Non-proliferation and Disarmament Initiative」とすることで一致。 
 

３．２０１１年９月，第３回外相会合（於：ＮＹ） 
 グループの活動をレビューし，ＦＭＣＴ早期交渉開始や核兵器国による核軍縮措置の報告フォームを含む，今後の

グループの取組の方向性について議論。 
 

４．２０１２年６月，第４回外相会合（於：イスタンブール） 
 中東非大量破壊兵器地帯設置構想国際会議のファシリテーター代理からブリーフを受け，貢献のあり方につき議

論。ＩＡＥＡ追加議定書（ＡＰ）の発効促進や核兵器国の更なる軍縮に向けた働きかけにつき具体的提案が出された。 
 

５．２０１２年９月，第５回外相会合（於：ＮＹ） 
 核軍縮措置の報告フォームに対し，核兵器国への働きかけの継続で合意。 
 カナダが国連総会第一委員会に提出予定（当時）のＦＭＣＴ決議案への協力，ＮＰＴ第２回準備委員会に６本の作業

文書を提出すること等を合意・表明。 
 

６．２０１３年４月，第６回外相会合（於：ハーグ） 
 ＮＰＴ第２回準備委員会に提出する６本の作業文書に合意。来年の広島会合に向け，我が国のイニシアティブに強

い期待が寄せられた。岸田大臣より，「ユース非核特使」制度の立ち上げを表明。 
 

７．２０１３年９月２４日，第７回外相会合（於：ＮＹ） 
 ナイジェリア及びフィリピンが新たに参加。 
 

８．２０１４年４月１２日，第８回外相会合（於：広島） 
 軍縮・不拡散分野における現実的かつ実践的な取組をまとめた広島宣言を発出。ＮＰＴ第３回準備委員会に提出す

る６本の作業文書に合意。 

３．軍縮・不拡散イニシアティブ 
（NPDI, Non-Proliferation and Disarmament Initiative） 

これまでの
動き 

３ 



 
第１回準備委員会 
 日 程： ２０１２年４月３０日～５月１１日 
 場 所： ウィーン（オーストリア） 
       
 

 
第２回準備委員会 
 日 程： ２０１３年４月２２日～５月３日 
 場 所： ジュネーブ 
    
 
 
 
第３回準備委員会 
 日 程： ２０１４年４月２８日～５月９日 
 場 所： ニューヨーク 
   
 

 
２０１５年ＮＰＴ運用検討会議 
 日 程：２０１５年４月２７日～５月２２日 
 場 所：ニューヨーク 

 

 
第６回ＮＰＤＩ外相会合 ２０１３年４月９日 ハーグ（オランダ） 

       

第８回ＮＰＤＩ外相会合 ２０１４年４月１２日 広島       

４本の作業文書を提出 
①核戦力の透明性（核軍縮措置の報告フォーム） 
②兵器用核分裂性物質生産禁止条約（ＦＭＣＴ） 
③ＩＡＥＡ追加議定書（ＡＰ） 
④軍縮・不拡散教育 

６本の作業文書を提出 
①包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ），②非戦略核，
③核兵器の役割低減，④輸出管理，⑤非核兵器地
帯，⑥核兵器国への保障措置拡大 

  ４．２０１５年ＮＰＴ運用検討会議に向けたスケジュール 

 
２０１０年ＮＰＴ運用検討会議 
 日 程：２０１０年５月３日～２８日 
 場 所：ニューヨーク 

 ＮＰＴの３本柱（核軍縮，核不拡散，原子力の平和
利用）それぞれについて，条約の運用のレビューと
将来に向けた具体的な行動計画で合意 

ＮＰＴプロセス ＮＰＤＩの活動  
ＮＰＤＩ結成  ２０１０年９月 ニューヨーク 
２０１０年ＮＰＴ運用検討会議の「行動計画」の着実な実施，
中長期的な核軍縮・不拡散の方向性につき現実的な提案を行う
ことを目的 

       

「広島宣言」及び以下６本の作業文書を提出 
①ポスト新ＳＴＡＲＴ条約における核軍縮，②核軍縮
における透明性の向上，③警戒態勢解除，④核セ
キュリティ，⑤中東非大量破壊兵器地帯，⑥ＮＰＴ
脱退 

４ 



非核兵器国（185か国） 

非同盟諸国 
（Non-Aligned Movement （NAM）， 

エジプト，インドネシア等，約118か国） 
 

時限を区切った核廃絶の要求や核兵器
禁止条約の提案等。 

新アジェンダ 
連合 

（New Agenda 
Coalition（NAC）， 
コーディネーター：

エジプト， 
構成国：核の傘に
入っていない６か
国＝アイルランド，
NZ，エジプト，南ア

フリカ，メキシコ，
ブラジル 

2000年はNPT第6
条の「13の核軍縮

措置」の合意に大
きく貢献。 

日本 
 

●現実的な核
軍縮措置の着
実な実施を重
視。先進国・途
上国を巻き込
んだ広範な協
調体制の構築
を目指す。 
 

●核兵器国，
西側諸国と非
同盟諸国
（NAM）との「調

整役」となり，
コンセンサスの
形成に貢献。 

N5 
（米，英，仏，

露，中） 
 

米は，核軍縮を梃
子にした核不拡散
分野での前進を目

指す。 
 

ＥＵ等 
西側諸国 

NPT非締約国 
インド・パキスタン・イスラエル 

５．核軍縮分野における日本及びＮＰＤＩメンバー国の立ち位置 

ＮＰＤＩメンバー国 

ＵＡＥ 

メキシコ 
チリ 

オーストラリア 日本 
オランダ 

トルコ ポーランド 

ドイツ カナダ 

フィリピン 

 ナイジェリア 

５ 



１．概要 
●２０１４年４月１１，１２日に広島で開催。岸田外務大臣が議長を務めた。我が国で，かつ 
  被爆地で開催されたのは初めて。 
●ＮＰＤＩメンバー１２か国のうち，我が国を含め７か国から外相・閣僚が出席（過去最多）。 
●外相会合に先立ち，各国参加者は慰霊碑参拝・献花，平和記念資料館視察，被爆者体験 
  の聴講を実施し，被爆の実相に直接触れた。 
●ワーキング・ランチのゲスト・スピーカーとして，インドネシア外相，米国国務次官等が参加。 
●会合結果を広島宣言として採択。 

６．第８回ＮＰＤＩ外相会合（概要と評価） 

２．評価 
●ＮＰＤＩメンバー国が被爆の実相に直接触れ，ＮＰＤＩ各国として「核兵器のない世界」に向け 
  これまで以上に積極的に取り組むまたとない機会となった。 
●我が国が提案した，すべての種類の核兵器削減，核軍縮交渉の多国間化，核軍縮努力を 
  行っていない国に対する核戦力の削減の要求，透明性の向上等，現実的かつ実践的な 
  措置につき合意。 
●核兵器の非人道性につき，これまで必ずしも立場が一致していなかったＮＰＤＩ各国が， 
  国際社会を「結束させる」触媒となること，世代と国境を越えて「広げていく」こと，科学的 
  側面についての知見を「深めていく」ことが重要である，という共通の考え方に同意。 
●２０１５年ＮＰＴ運用検討会議に向け，ＮＰＤＩとして国際社会をリードし，今後の戦略を検討 
  していくことで意見が一致。 

６ 



＜核不拡散＞ 
●追加議定書の普遍化等を含むＩＡＥＡ保障措置体制の強化 
●原子力関連物質，技術等に対する適切かつ効果的な輸出管理の重要性を強調 
●核セキュリティ（いわゆる核テロ対策）強化のための協働 

＜冒頭＞ 
●広島で原子爆弾の非人道的な結末を直に目撃し，非常に深く心を動かされた 
●世界の政治指導者たちの広島・長崎訪問を呼びかける 
●ＮＰＴ運用検討プロセスへの積極的な貢献（作業文書提出） 
  ①ポスト新ＳＴＡＲＴ条約時代における核軍縮，②核軍縮における透明性の向上， 
  ③警戒態勢解除，④核セキュリティ，⑤中東非大量破壊兵器地帯，⑥ＮＰＴ脱退 

＜核軍縮＞ 
●すべての種類の核兵器の体系的かつ継続的削減 
●新ＳＴＡＲＴ条約のような二国間の核軍縮措置を歓迎 
●さらにすべての種類の核兵器の包括的な削減（オバマ大統領のベルリン演説の歓迎） 
●核兵器の究極的な廃絶に向けた多国間交渉の提唱，核軍縮努力を行っていない国に対し， 
  核戦力の削減を要求 
●核戦力に関する情報の透明性の向上 
●安全保障戦略及び軍事ドクトリンにおける核兵器の役割および意義の低減 
●核戦力の警戒態勢解除 
●ジュネーブ軍縮会議の停滞に対する懸念と不満の表明 
●兵器用核分裂性物質生産禁止条約の即時交渉開始，包括的核実験禁止条約早期発効 

７．ＮＰＤＩ外相会合 広島宣言（骨子） 

７ 



＜核兵器の非人道性＞ 
●被爆者証言は，なぜ核戦争は決して戦われるべきではないかを想起 
●核兵器の破壊的な影響は，１９４６年の国連総会の最初の決議以来， 「核兵器のない 
  世界」という人類の願望を動機づけ 
●６９年に及ぶ核兵器不使用の記録の永続化の重要性 
●核兵器の非人道的影響に関する議論はすべての国に開かれた普遍的なものとして 
  国際社会を「結束させる」触媒であるべき，多様な核リスクに対処しつつ，ＮＰＴ体制を 
  強化する実践的かつ効果的措置を要請 
●世代と国境を越えて「広げていく」ことの重要性 
●科学的知見を「深めていく」ことの重要性 

＜地域情勢＞ 
●北朝鮮の核・弾道ミサイル計画への非難，３月の弾道ミサイル発射に対する非難及び重大 
  なる懸念表明， 北朝鮮に対する非核化の要求，寧辺の核施設の動向に遺憾の意を表明 
●イランの核問題についてのＥＵ３＋３及びＩＡＥＡの努力への支持表明，イランに対するＩＡＥＡ 
  との全面的協力の要請 
●ウクライナ情勢を深刻な懸念をもってフォロー，ブダペスト覚書を含む国際義務等の尊重を 
  期待 
●非核兵器地帯設置の重要性強調，中東非大量破壊兵器地帯設置に関する国際会議の 
  早期開催の呼びかけ 

７．ＮＰＤＩ外相会合 広島宣言（骨子）（続き） 

＜市民社会＞ 
●市民社会の役割の重要性への言及，軍縮・不拡散教育の重要性 ８ 



１．概要 
●４月２８日から５月９日までＮＹで開催。議長はロマン・モレイ駐ポルトガル・ペルー大使。 
●４月２８日，一般討論において岸外務副大臣がＮＰＤＩを代表して共同ステートメントを実施。広島宣
言の内容を紹介。 

●来年の運用検討会議への勧告案は合意に至らず，議長の責任の下で作成された議長勧告案とし
て提出された。他方で，準備委員会自体は特段紛糾することもなく，淡々と議事が進行し建設的な
雰囲気の中終了。 

８．２０１５年ＮＰＴ運用検討会議第３回準備委員会 

２．議題毎の議論 
●一般討論：ケイン国連軍縮担当上級代表，議長に続き，６９か国，７グループ，６国際機関・オブ
ザーバーが発言。閣僚ではインドネシア外相（非同盟運動（ＮＡＭ）代表）及びマーシャル諸島外相
が出席。 

●クラスター１（核軍縮）：２０１０年行動計画に基づき，５核兵器国が行動計画の実施状況に関する
報告書を提出。核軍縮不拡散教育に関する共同ステートメントを３６か国を代表して我が国が実施。 

●クラスター２（核不拡散，地域情勢）：不拡散におけるＮＰＴ体制への挑戦，課題という文脈で，各国
が北朝鮮の核問題，イランの核問題等に言及（後者は多くの国が今後の交渉進展への期待を表
明）。 

●クラスター３（原子力の平和利用）：原子力の平和的利用は奪い得ない権利と主張するＮＡＭと，利
用に当たり核不拡散，原子力安全，核セキュリティ等の取組が重要と指摘する先進国という従来通
りの構図。 

９ 



３．個別案件に関する議論 
●中東非大量破壊兵器地帯：ファシリテーター（ラーヤヴァ・フィンランド外務次官）が準備状況を報告。 
  ５月中旬に関係国で非公式会合を行う旨発言。 
 
●核兵器の非人道性：共同ステートメントは実施されず。オーストリアが核兵器の非人道性に関する
第３回国際会議を１２月８，９日にウィーンで開催する旨表明。 

 
●マーシャル諸島による核保有国のＩＣＪ提訴：４月２４日，マーシャル諸島は９つの核兵器を保有する
とされる国に対し，誠実な核軍縮交渉の実施義務に違反するとしてＩＣＪに提訴。同国外相が初日に
ステートメントで言及。サイドイベントも実施，注目を集めた。 

 
●ウクライナ情勢：ウクライナ等がロシアの行動を（ソ連崩壊後ウクライナによる非核兵器国としての
ＮＰＴ加入の前提となった）ブダペスト覚書に違反していると批判し，ロシアがそれに対して反論を
行った。初日にウクライナがサイドイベントを実施。 

８．２０１５年ＮＰＴ運用検討会議第３回準備委員会 
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